
ワーキンググループにおける検討事項について（案）

１ こどもの権利の周知・普及啓発について

⚫ 本ワーキンググループにおける検討事項は次の２点とさせていただきたい。

２ こどもの権利擁護の在り方について

➢ 「こどもの権利」や「こども基本法」等について、こどもが楽しみながら学べ
るデジタルスタンプラリーや、理解促進を目的としたパネル展を開催するなど、
周知・普及啓発に取り組んできたところ。

➢ これらの取組のほか、より多くの道民に「こどもの権利」について知っていた
だく効果的な手法について検討いただきたい。

➢ 昨年度のこども施策審議会における「北海道こども基本条例」の制定にむけた
ご議論の中で、「こどもの権利の周知・擁護」について、たくさんのご意見を
いただいたところ。

➢ 今年度以降も継続して審議いただくこととしていたことから、本道における
「こどもの権利擁護の在り方」について検討いただきたい。
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ワーキンググループにおける検討事項について（案）

▌ 検討項目（案）

＜今回＞

• 本ワーキンググループの検討事項

• これまでの国・道の取組（概要）

＜次回以降＞

• これまでの国・道の取組（詳細）

• 民間・公的相談機関の取組

• ヒアリング（自治体・関係機関等）

• こどもの意見を反映させるための方策

• 国モデル事業結果及びガイドラインの内容を踏まえた中間取りまとめ

※ 議論の進捗に応じて適時のタイミングで論点整理・議論のとりまとめを行う

➢ 国の動向（モデル事業）を見ながら、当面、以下の項目等についてご議論いただきたい。
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国・道の取組状況について

▌ 国（こども家庭庁）の取組（予定含む）

【こどもの権利の周知・普及啓発】
• 全てのこどもが信頼できる大人に自分の思いや悩みを打ち明けることができる環境づくりに向けた取組を検討するため、
「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」（以下「プロジェクトチーム」という。）を立ち上げ。
（R6.11月～）

• 同プロジェクトチームの検討を踏まえ、「こどもの悩みに寄り添える社会に向けて（中間報告）」を公表。（R7.5月）

⇒同プロジェクトチームの取組の一環として、こどもや周囲の大人等に対する積極的・効果的な広報・働きかけを実
施しているほか、こどもを対象にした官民の相談窓口の実態や、こどもたちが思いや悩みを安心しておとなと共
有できる環境と、それを支えることのできる社会づくりに必要なことを把握・整理することを目的とした「こども
の悩みの受け止めに関する調査研究」を実施。（R7.10月～）

• 相談することを迷っている方へのメッセージや、相談することの効果を紹介するこども・大人向け動画・漫画の公開

（R7.11月）

【こどもの権利擁護の在り方】

• こども大綱（※）を踏まえ、全国自治体に対し、相談救済機関の設置・運営状況等を調査（R6.11月～）⇒公表（R7.8月）

• 令和８年度にモデル事業を実施し、課題把握・知見収集を行い、地方公共団体におけるこどもの権利擁護の体制整備に
向けたガイドライン等の策定を目指す。

（※）こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）（抄）
第３ こども施策に関する重要事項

１ ライフステージを通した重要事項
（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、
取組を後押し。
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国・道の取組状況について

▌ 国（こども家庭庁）の取組

【出典】令和７年度概算要求の概要（こども家庭庁支援局虐待防止対策課） 2



• こどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる（こどもまんなか社会）の実現を目指し、北海道こども基本条
例を施行（R7.4月）

• こどもの権利の理解促進を目的とした各種企画を実施（R7.7～）

① デジタルスタンプラリー ② パネル展 ③ オンラインセミナー

④ 北海道こどもの意見反映推進事業 ⑤ ハンドブック（※作成中） ⑥ 一時保護児童等の権利擁護体制強化事業（R6～）

（R6～）

国・道の取組状況について

▌ 道の取組（予定含む）
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④ 北海道こどもの意見反映推進事業（抜粋）

国・道の取組状況について

▌ 道の取組（予定含む）
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⑤ ハンドブック（抜粋）

国・道の取組状況について

▌ 道の取組（予定含む）
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⑤ ハンドブック（抜粋）

国・道の取組状況について

▌ 道の取組（予定含む）
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⑤ ハンドブック（抜粋）

国・道の取組状況について

▌ 道の取組（予定含む）
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こどもの相談救済機関の設置・運営状況等に関する国調査結果について

▌ 調査目的

• こども・若者権利影響評価に関する、国際社会の動向や諸外国の取組状況を把握すること

• 地方公共団体における相談救済機関の設置・取組の実態を把握するとともに、全国の好事例を収集すること

• 諸外国における子どもオンブズパーソン等の取組事例等の実態把握を行うこと

▌ 調査概要

＜地方自治体における相談救済機関の設置状況等の調査＞

• 都道府県と市区町村へのアンケート調査（悉皆）を通じて、地方自治体における相談救済機関の設置状況等を把握する。

＜有識者ヒアリング＞

• 有識者３名に、調査結果のとりまとめ方針や次年度への積み残し事項への意見を聴取。

▌ 調査結果

＜調査対象＞

• ４７都道府県、１，７４１市区町村（２３特別区、７９２市、７４３町、１８３村） 計１，７８８自治体

＜相談救済機関ありの自治体＞

• 回答：６１自治体 （うち北海道４自治体）

＜相談救済機関なしの自治体＞

• 回答：８５５自治体（うち北海道６９自治体） 計 ９１６自治体

＜相談救済機関あり・なしを含めた回答率＞

• 回答：９１６自治体［５１％］（うち道内７３自治体［４０％］） ※回答のあった自治体名は公表されていない

➢ 回答率は全自治体で５１％、道内市町村では５０％に満たないことから、国同様の調査項目により道内市町村に対し、道独自に調査を実施

【出典】令和６年度 こども家庭庁委託業務「こども・若者権利影響評価及び相談救済機関にかかる調査研究報告書」を基に道子ども政策企画課作成
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こどもの権利の周知や擁護に関する道調査結果について

▌ 調査目的

• 道内市町村における相談救済機関の設置・取組の実態を把握するとともに、好事例を収集すること

▌ 調査概要

＜道内市町村における相談救済機関の設置状況等の調査＞

• 道内市町村へのアンケート調査（悉皆）を通じて、市町村における相談救済機関の設置状況等を把握する。

※ 国と同様の調査項目により実施

▌ 調査結果

＜調査対象＞

• 道内 １７９市町村

＜相談救済機関あり・なしを含めた回答率＞

• 回答：１６８自治体［９３．９％］ ※回答のあった自治体名は公表しない（国同様の取扱い）

＜相談救済機関ありの自治体＞

• 回答：５自治体

＜相談救済機関なしの自治体＞

• 回答：１６３自治体

＜回答のあった自治体のうち相談救済機関の設置を「検討を開始する予定が具体的にある」と回答した自治体＞

• ２自治体［１．２％］

＜回答のあった自治体のうち相談救済機関の設置を「検討中」の自治体＞

• ２５自治体［１５．３％］

＜回答のあった自治体のうち相談救済機関の設置を「検討予定なし」の自治体＞

• １３５自治体［８２．８％］

＜未回答自治体＞

• １１自治体［６．１％］
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• こどもの権利の周知・普及啓発に係る国・道の取組（詳細）
• 民間・公的相談機関の取組

⚫ 次回ワーキンググループでご議論いただきたい事項（予定）
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